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はじめに

教団が寺院又は教会によりて組織せられ、かつ
特殊の宗風として家族制を採れるよりするも、
教団成立の要素は実際上男女両性の力に存する
ことは明白であり、その数に於ても均等の地位
を占めて居ると考へ得らるゝのである。然るに
従来の慣習によれば、寺院及び教会の担任者が
男性の僧侶に限定せられ、真宗にはいはゆる尼
僧なるものゝ制度が許されて居ないのである。
しかしその裏面には女性の力の強く働いて居る
ことは有髪尼ともいふべきいはゆる坊守なる名
によりて推測し得らるゝわけである。たゞし坊
守なる名は教団護持の任務にふさはしき消極的
の称呼であつて、積極的に大法宣伝の使命を表
明するにはやゝ飽きたらない気分を感ぜらるゝ。

（「教団に於ける女性の活動」『教海一瀾』752
号、1929 年 6 月 25 日付け、より）

　近年、日本仏教における「尼」と「在家女性」と
いう一見明白な区分そのものが揺らいでいる。とく
に平安・鎌倉期の女性の得度受戒をめぐる研究成果
は、この二分を覆すかのような説得力ある事例を突
きつけてきた。それによると得度の実践のなかで、
尼と在家のあいだにはある程度の幅が存在し、何を
もって真正な儀礼とするかをめぐっても、そこには
活発な交渉があったとされる。こうした蓄積に対し
て、13 世紀以降の日本列島に台頭した浄土真宗（以
下、真宗）における女性の宗教専門家（religious 
professional）、すなわち坊守（真宗寺院の男性僧侶
の妻たち）を取り巻く状況についての研究はほとん
ど見られない。真宗の伝統では、教義面で僧俗とい

う区分を避けた一方で、実践面ではその区別が維持
されてきた2。
　一般に真宗僧侶のあり方は「非僧非俗」により理
解される。これは宗祖・親鸞（1173-1262）の自称
に由来するものだ3。それでもなお近世の真宗僧侶
は法度により統制され、得度し、さらには僧侶とし
ての位が与えられてきた。一方、冒頭で引用した浄
土真宗本願寺宗派（以下、本願寺派）の月報『教海
一瀾』が示すように、男性僧侶の場合とは異なり、
真宗には女性の得度に関する確固たる伝統は存在し
なかった。中世以来の尼僧に最も近い存在は、真宗
寺院における男性僧侶の妻を指す「坊守」である。
これは文字通り、僧房の守り手を意味する4。この
短い一節から導かれるのは、宗門が坊守を「宗教専
門家」と規定する際に生じる二つの困難である。す
なわち、一つは、仏教の伝統的タームを用いて坊守
をいかに説明するかということ。二つ目は、真宗寺
院の妻や母でもあるという「家庭的存在」たる坊守
に、「宗教専門家」としての権威や職能を付与する
際に生じる矛盾をいかに乗り越えるか、である。本
研究が挑むのは、近代の真宗寺院の妻としての坊守
にまつわる語りにあらわれるこの曖昧さである5。
　中・近世における坊守の役割についての歴史的史
料は乏しいが、明治期になると、坊守にまつわる公
的な史料が散見されるようになる。本稿では、これ
らの史料、すなわち寺の妻である坊守と在家女性信
徒（とくに近代に急成長した仏教婦人会の成員）を
対象とした豊富な教化的史料を活用し、坊守という
家庭に根ざした宗教専門職についての近代的な理解
を跡付けたい。ただし、浄土真宗における「良妻賢
母」の概念は決して一枚岩ではなかった。これは大
枠として、日本社会における女性役割の公的な形成
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と同様である。それはまた幾世紀にも受け継がれた
僧侶の妻としての坊守の立場や、西洋に影響された

「家」や「家庭」をめぐる新たな理念などにも起因
するものであった。

1 ．中・近世における浄土真宗の住職の
　　妻にまつわるレトリック

　元来、親鸞の墓所である廟堂から発展した本願寺
は、15 世紀には有力な真宗寺院となっていった。
本願寺の制度形成の中核が、婚姻と世襲であったこ
とは、広く指摘されてきた6。そうしたなか女性た
ちは妻として母として、あるいは後家として采配を
振るい、宗門に影響を及ぼした。これは伝統的な出
家教団には見られないものである。そしてこの構造
についての研究は、ようやく先鞭がつけられたに過
ぎない7。教団形成期の地域レベルでの情勢をめ
ぐっては、「名帳」や「絵系図」の調査を実施した
遠藤一の研究がある。遠藤によると、少なくとも初
期の佛光寺教団では、夫である「坊主」と妻である

「坊守」は、地域の門徒団の宗教的リーダーとして
描かれ、この指導的地位は慣習的な世襲により息子
へと引き継がれていたという8。
　その後、18 世紀以前の真宗寺院の坊守について
現存する史料は、蓮如（1415-1499）が吉崎（現在
の福井県）の道場の僧侶の妻たちに宛てた二通の御
文だけである。ここで蓮如は、坊守を「内方」とい
う俗語で呼ぶが、これは少なくとも呼称上、武士の
妻と同一のものである。それにもかかわらず、蓮如
は御文のなかで女性が寺に生まれ、あるいは僧侶と
婚姻するのは、特別な宿縁があるためだと述べた。
さらに蓮如は、中世の仏教でしばしば説かれた女人
の悲惨な宿業から救済する阿弥陀仏に対する信心の
決定とその御恩への報謝を説くが、それは次のよう
なものだ。
　

抑吉崎の当山にをひて多屋の坊主達の内方とな
らんひとは、まことに前世の宿縁あさからぬゆ
へとおもひはんべるべきなり。それも後生を一
大事とおもひ信心も決定したらん身にとりての
うへのことなり［…］おほよそ当流の信心をと
るべきをもむきは、まづわが身は女人なればつ

みふかき五障三従とてあさましき身にて、すで
に十方の如来も三世の諸仏にもすてられたる女
人なりけるを、かたじけなくも弥陀如来ひとり
かゝる機をすくはんとちかひたまひて、すでに
四十八願ををこしたまへり。そのうち第十八の
願にをひて、一切の悪人・女人をたすけたまへ
るうへに、なを女人はつみふかくうたがひの
こゝろふかきによりて、またかさねて第三十五
の願になを女人をたすけんといへる願ををこし
たまへるなり。かゝる弥陀如来の御苦労ありつ
る御恩のかたじけなさよと、ふかくおもふべき
なり……（文明 5（1473）年 9 月 11 日）9

　ここで蓮如が言及した「わが身は女人なればつみ
ふかき五障三従とてあさましき身」というのは、当
時の仏教理解を反映したものである。それは宿業に
よって、女性は仏をはじめとする 5 つの存在に転じ
る道が妨げられるというものである。これらの障り
は、女性を能力や資質の上で劣った存在と見なすこ
とや、当時の社会における女性の従属的な地位にも
つながっている。中世浄土教思想によると、女性は
本来、幾劫もの間、成仏を得ることができなかっ
た。対して、阿弥陀仏は、その無量の慈悲により、

「女人往生の願」と称される第三五願を立てたので
ある。この願により、たとえ女身であっても男とし
て浄土に転じることにより、女人成仏の妨げを回避
するメカニズムが与えられた。しかし、「悪人正機」
という教えにより伝統的に弥陀の本願による救いの
対象とされた「悪人」と同様、女人もまた、阿弥陀
仏の特別な計らいに対し、特別な報謝を表わさなけ
ればならない。これが上述の坊守に宛てた御文で、
蓮如が述べたことであった10。
　蓮如以後、坊守について述べた史料はほとんど存
在せず、18 世紀を待たねばならない。江戸後期の
社会的コンテキストでは、「坊守」には武家の妻の
ような意味合いがあった。近世社会の武家の妻は、
夫への「内助」として、家のなかに留まるべきと考
えられていた11。それゆえ、例えば僧僕（1719-
1762）や徳龍（1772-1858）などの真宗の学僧によ
る坊守に向けた訓話では、蓮如が先の御文で述べた
坊守のあるべき姿に、当時の時代の女性の規範的な
役割が付加されたものとなっている。
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　そのため、18 世紀から 19 世紀にかけての真宗の
説教使は、坊守を理想の母や妻であると同時に特別
な地位にある宗教者として描いた。こうした二重性
に窺える緊張関係は、後述の近代の語りに見られる
ものである。概してそこでは坊守の家庭的なアイデ
ンティティが強調されている─つまり、坊守は夫
の補佐役として、毎日の仏前のお供えや壇信徒の化
他を扶助しなければならない。ここで坊守が布教
上、果たすべき役割とは、寺院を外に開かれ、親し
まれる存在とすることだが、それは今日でも変わら
ない。つまり、坊守は柔和なもてなしの心をもっ
て、客人である門徒を寺に招き入れ、「仏法を聞く
機」をおのずから生じさせるべきだ、というもので
ある12。また、徳龍は、「寺役法要学問等」により
住職が留守にする場合があり、それゆえ坊守だけで
も確実に寺にいるべきだとしている13。さらに夫で
ある住職は（男性であるからには）、女性門徒と上
手く接することができない場合があるとも述べられ
る。ここから浮かび上がるのは、女性寺族としての
坊守が果たすべきとされる特別な責務である。それ
はつまり、寺院を守り、夫に代わって仏祖に仕え、
さらに寺と（とくに女性）門徒を結びつけることで
ある。坊守の夫はさておき、坊守訓を著した近世の
学僧は、法義相続の役割を明確に坊守に期待してい
た。この事実は、徳龍の「御門徒に男女のへだては
なけれども、別して御門徒の女房や娘を、地獄へや
りては、坊守の如来聖人への申訳はないほどに、心
を入れかへて分別すべし」という徳龍の訓戒からも
明らかである14。
　江戸期において教化を担うために坊守が受けた薫
陶は、上述の教誡（おそらく近隣寺院の坊守同士の
集まりでおこなわれた）や、父や夫からの訓導で
あったと思われる。自ら文字を読み、経典や説教書
に親しんだ坊守も多かったと思われるが、その具体
数を知ることは難しい。一方、明治時代になると、
高等な女子教育が国民全体に普及し、それに伴い宗
門は一丸となって坊守への公的な教育を推進してい
くが、そこでは坊守に対し、真宗寺院の代理者、女
性門徒との紐帯、将来の住職の母としての役割など
がさらに求められていった。

2 ．明治時代の女性教育と仏教婦人会

　明治から大正、昭和初期にかけての坊守向けの教
本の中心となったのは、蓮如や江戸時代の学僧によ
る訓戒である。それは「先徳の訓」と呼ばれ、新た
な時代の女性のあり方として通有性のある序文が附
されるのが常であった。これらの教本はまた、坊守
や女性信徒間の勉強会の増加に付随し流通したが、
そこには、前近代の坊守にまつわる言説との連続性
が見られる。
　ただし、これは坊守に限られた話ではない。実際
に当時の広範な女性の役割をめぐる公の言説（国家
の施策をはじめ）は、古いジェンダー規範を基にし
ながら、時代の変化に合わせた新しい役割へと再構
成されるのが常であった。例えば、封建的な理想で
ある武士の妻─すでに近世の坊守像は、武士の妻
のイメージが投じられたものであったことを思い出
したい─が、明治中期には日本社会のあらゆる階
層の女性に普遍化されたと指摘する研究もある15。
これに加え、西洋的な家族モデルもまた、女性的な
領域をめぐる概念を統合する役割を果たした。すな
わち、「家庭 home」の重要性がいたるところで論
じられるようになったのである。かかる公的な言説
では、女性は、調和した家庭の担い手たる役割（こ
れは「家族団欒」なる造語で表現された）を当然果
たすべきだと、描かれたのである。また、一般層に
向けた主流な雑誌では、家庭を社会の縮図に見立
て、妻は内務大臣を担い、夫は外務大臣として外遊
するという比喩が用いられた16。真宗の著述家もま
た、『家庭』誌（1901 年から 1906 年にかけて京都
の弘光堂から出版された真宗系雑誌）のなかでこの
ような政治的比喩をよく用いていた。また、彼らは
家庭を「小さな浄土」と捉え、家庭の調和を通し、
弥陀の浄土の徳義が地上に完成するとしたのであ
る17。
　かくして女性が中心となった家庭は、頑強な社会
のための構成要素と捉えられ、良妻賢母という役割
は次第に公的重要性を帯びるようになった。なかで
も「賢母」という要素が求めたのは、しかるべき女
子教育であったが、ひいてはそれは子供の教育のた
めとされた。明治中期には女性の高等教育をめぐる
議論が加熱し、1899 年の高等女学校令へと至る18。
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そして 1906 年、文部大臣の牧野伸顕（1861-1949）
が打ち出した女子教育の施策とは、次のように女性
の家庭外での独立よりも、妻や母としての立場の涵
養に重きを置くものであった。

女子の教育は其の本分なる、良妻賢母を作るに
あり……一般の本分としては、人の妻となり
て、家政を司り、或は子女を養成することは古
今、東西同じ……19　

　ここで牧野が公的に表明した「良妻賢母」という
パラダイムはよく知られている。しかしその実、女
性の公的な生活領域への参入の実態は、より複雑な
ものであり、これは近年の優れた諸研究により明ら
かにされてきたところだ20。たしかに良妻賢母なる
理想は、国家による女性への施策として非常にわか
りやすい。しかし、実際のこの理想は、常に折衝の
対象となっており、固定的なものではなかった。以
下に本稿では、このことを同時代の真宗組織内にお
ける女性の役割の変化を事例に明らかにしていく。
　1890 年代に入ると真宗内でも仏教婦人会の設立
が盛んになっていった。その背景となったのが、社
会の道徳的基盤は、女子教育の推進や良妻賢母理念
にある、という考えであり、特に在家女性がクロー
ズアップされた。その嚆矢となったのが、東京や関
西に所在の講習会や法話会、貴族婦人会である21。
なかでも仏教改革運動家の島地黙雷は、本願寺派系
の令女教会（1888 年設立）などの創設により、近
代的な女性講習会の先駆者としばしば数えられる。
しかし、実際には女人講が全国各地ですでに近世後
期から存在しており22、これが世紀転換期にかけ
て、婦人会の東西両本願寺派の各教区での発足へと
向かう。
　1908 年、本願寺派は、裏方（法主の妻）の大谷
籌
かず

子
こ

（1882-1911）を中心に、全国各地の仏教婦人
会を全国連合に統合した。同年の第一回全国大会の
時点では、103 の地域の仏教婦人会があり、20 万人
の女性会員を擁していたとされる23。大谷派におけ
る地域の婦人会の全国的な統合は、1933 年を待た
ねばならないが、それまでに約 1500 の団体を有し、
宗門系の 9 つの高等女学校が設立されていた24。こ
うした女性団体は、様々な企て─婦人教育、社会

福祉、戦時協力など─に非常な動員力を発揮した
のであり、その経済的、人的、精神的な資本力には
目を見張るものがある。これは非仏教系の女性団体
にも言えることだが、かかる目的の遂行には、ほか
の規範的な組織（normative institutions）との密接
な協働が必要であった25。仏教婦人会の場合は、宗
門と国家である。つまり、地方や全国規模で仏教女
性団体が形成されるためには、寺院に通う女性たち
の草の根的な活動と並び、各宗門が運営上の支援を
おこなう必要があった。このとき宗門が描いたビ
ジョンとは、いかに女性信徒の活動を時代の変化に
合わせるか、である。そもそも社会と仏教のかかわ
りはしばしば批判の的となっており、それゆえこの
宗門の企ては両者の連関を示すための大きなプロ
ジェクトの一環であった。
　このいわゆる仏教婦人運動は成功を収めた。それ
に呼応し、婦人教化というテーマは、明治中期から
昭和初期にかけて、真宗の主要な出版物のいたると
ころで見られるようになった。その間、表だって宗
門は、教団内での女性の地位とその務めをめぐる語
りを錬磨させ続けたが、それは古くからの宗義であ
る女人往生に関する教えと当時の女性の役割をめぐ
る言説が織り込まれたものだ。例えば、西本願寺系
の出版社である法林館は、1911 年の親鸞の 650 回
遠忌を機として、『真宗婦人聖典』を公刊し、真宗
の伝統的な基本の宗典とその他の重要な文章が収録
された。編者である西谷順誓がとりわけ関心を寄せ
たのは、女性団体の拡大と女性たちの学びのニーズ
である。この著作には、存覚の女人往生論や、前述
の蓮如による坊守への御文、18 世紀の僧侶・僧僕
の坊守訓などの真宗の古典が含まれている。
　本願寺派では、女性運動のエネルギーの活用と良
妻賢母思想の励行とのあいだのバランスを取りなが
ら、女性に向けた準専門的な宗教職の設立に着手し
た。西本願寺内で、1908 年 9 月に開所された「監
獄女教誨師講習所」がそれである。これは女子中学
を卒業した 25 歳から 50 歳の女性（寺族、一般信徒
を含む）を対象としていた。半年後、11 人の女性
が講習を終え、そのうち 4 人は即座に西日本の刑務
所に派遣された26。このような女性向けの専門職の
創設により、宗門は女性の地位向上の先駆とならん
ことを目指し、日本社会における「婦人の価値」の
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大きな前進を謳い、「空前の試験」に挑むことで、
女性の可能性の証明を企図したのである27。しか
し、この講習を受けたのは、最終的に京都の数十人
に過ぎなかったため、実際に女性の教育や地位向上
に与えた影響を測ることは難しい。
　また、そのほか女性の新しいリーダーシップ的な
地位の例として、1909 年の西本願寺の内規改正が
挙げられる。この改正により帰敬式を受けた女性が
女教士に認定されることが可能となった28。女教士
には、「講演」の権限が付与されたが、それ以外の
役割は明らかではない。この任用の対象となったの
は、女性門信徒と女性寺族の両方である。実際に
1911 年の最初の取得者の一人に九条武子（1887-
1928）がいる。西本願寺法主・大谷光瑞の妹であっ
た武子は、大谷家ゆかりの最も著名な寺族女性であ
り、義姉の大谷籌子とともに仏教婦人会の中心人物
であった29。この女教士の課程によって、当時、活
況を呈した仏教婦人会の指導層に宗学を奨励し、こ
れまで肩書きがなかった女性信徒に正式な地位が与
えられた（従来の「教士」という資格には、性別記
号はないが、男性のみを対象としていた）。この在
家向けの制度はまた、坊守にとっても正式に宗義を
学ぶことができる初の機会となった。そして坊守
は、寺院居住者としての従来の事実上の権能を超え
た女性教化者として認められたわけである。
　ただし、女教士の地位は、坊守の家庭の責務を乱
し、夫の地位を脅かすような宗教職の足がかりとは
見なされていなかった。つまり、この時点で宗門は
女性への得度の門戸を開放しようなどとは毛頭考え
てはいなかったのだ。たしかに本願寺派は女性たち
に、宗義を学ぶ機会や社会的ネットワーク、さらに
は指導的地位を提供しようとしていた。だが、同時
に宗門は、女性の責務の第一義とは、家庭内での夫
の内助であるという支配的な考えとの一貫性に絶え
ず苦心していた。一方、これはまた宗門の立場から
すると、坊守の戦略的重要性─すなわち、寺院と
女性信徒との結節点─が仏教婦人会の隆盛ととも
に急速に高まっていたからであるとも想像できよ
う。
　時勢の推移により、宗門は坊守にさらなる公的役
割を認めざるを得なくなった。それに伴い坊守は、
真宗寺院の妻や母として良妻賢母の模範であること

が強く要請された。同時に坊守という特殊な宗教的
地位には、また特別な宗教的責務─それらは必ず
しも「家庭」の枠にとどまらない─が必要である
という考えが、次第に立ち現れてくるのであり、こ
の両者のあいだには緊張関係が存在した。

3 ．20 世紀初頭の真宗における坊守規定

　寺の妻たちを仏教女性団体の活動に動員するとい
う宗門の意向と並行し、公的な女子教育とは、将来
の家政のための準備の一環であるべきであるという
機運が高まりを見せる。その結果、坊守向けの学習
会や講話会、特に坊守講話会や寺族婦人会が結成さ
れた。とりわけ、1911 年に親鸞の 650 回大遠忌、
そして 1932 年に親鸞の末娘・覚信尼（1224-1283）
の 650 回大遠忌を機に、これらの集まりに使われる
多数の教材が作成された。同時に真宗教団の側で
も、宗教団体の法的な要件の変動に合わせ、宗制や
宗務上の文書が整備されていくのであり、坊守の役
割は次第に成文化され、宗規に明記されていった。
以下に本章では、坊守向けの教材と宗制・宗務上の
文書という二種類の史料を検討する。この作業を通
し、坊守を理想の家庭婦人かつ寺院の特異な宗教者
の体現と表現することが、いかに現代までの坊守の
苦闘へと繋がっているのかを跡づけたい。そこでは
家庭面において住職を陰で支える内助としての坊守
の理想化や住職の職務を支えるための宗義の修得と
信心の強化が頻繁に推奨される事例が見られる。そ
して近世の坊守訓でしばしば言及された、坊守は夫
との共同の僧侶としての役割や代務を担うべきだと
いう示唆がさらに顕著に現れる。後者の役割には、
寺を在家に開かれた場所とし、個人的な場で真宗の
教えを積極的に広め、さらに夫が職務を果たせない
場合には住職の代務を果たす準備が含まれる。
　近代において宗門が理想的な坊守のあり方を示し
た最初期の例は、東本願寺の第 23 代法主・大谷光
演（1875-1943）による次の垂示であろう。これは
親鸞の 650 回大遠忌にあたる 1911 年、大谷派の月
刊誌『宗報』に掲載された。

凡そ寺院は御佛ケの浄土より影向ましませる御
法の庭に候へばたとひ僧分に非ずともその中に
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住むべき身となれることはおぼろげの因縁にあ
らずとこゝろ得第一に佛祖を大切に敬ひ奉つり
たどり来れる門葉は聖人の客人なれば聊爾の扱
ひあるべからず。住持の僧分をたすけて御法の
弘まらむやうこゝろさし別して僧分のあらぬ時
など相勤めて共々に法味を愛楽せられなばめで
たく候へし。猶子弟の教育をもおろそかにすべ
からず。この子弟こそ寺の跡を紹ぎ御法を弘む
べき人にてあるなり30。

　
　ここで光演は蓮如に遡る伝統に依拠し、坊守をそ
の地位と責務の両面から一般の女性門信徒と峻別さ
れる存在とした。信徒とは親鸞や阿弥陀仏の客人で
あり、坊守は接待役であるというこの発想自体は、
蓮如や近世真宗の説教僧の著作でも見られる。さら
に光演は、とりわけ夫の不在時には、寺院側の人間
としての坊守のアイデンティティーに照らして、坊
守自らが化他すべしと述べる。しかし、このような
教化の役割は、寺の後継者の母としての務めを損な
うものであってはならない。すなわち、坊守は妻で
あり、母であり、かつ同時に宗教専門職であるとい
う分限を慎重に維持しなくてはならないのである。
　大谷派はこのような発想の延長上に、光演の垂示
の 14 年後の 1925 年、「坊守規程」を発表し、夫の
不在時に寺の妻が僧侶の代務となることを正式に認
めた。

第一条　�教家家庭の円満を図り自行化他の為め
に住職の内助を全からしむる為め坊守
規程を制定し坊守籍を置く

第三条　�坊守は品行端粛克く教家の家婦たるの
義務を尽し其門信徒の模範たるは勿論
仏祖崇敬法義相続に於て他に率先し自
行化他の為めに住職の内助を全からし
めざるべからず31

　ここで寺の居住者である坊守は住職を支える役割
として、「仏祖崇敬法義相続」を務めとすることが
規定される。当然ながらこれは掃除や客人へのお茶
出し、日々の仏壇への献花や給仕など、儀礼的な行
事の家事労働を指している。そしてこれは現在でも
寺の妻の主な仕事となっている。この規程では、本

山での坊守籍の登記と、さらに坊守が基本的な法務
を執行する資格を得るための方途を定めている。具
体的には、寺の朝夕の勤行と、門信徒宅での月忌で
ある。つまり坊守は、「願に依り」坊守帰敬式（第
九条）を受けた後、「尼衣」（第 10 条）の着用が許
される。尼衣の着用が許可されると、「所属門信徒
に対し法務を執行する」資格を得るための試験を受
けることができると定められた（第 11 条）32。
　翌月号の『眞宗』には、坊守への基本的な儀礼の
認可の意義が次のように記されている。

坊守も公然法務が行へる
昔のことは知らないが、時代が変るに従つて、
住職のなすべき仕事がますます煩雑になつてき
た。［…］従つて住職はいつもぢつ

0 0

と寺にいる
わけにゆかず、中には遠く学校や説教場などへ
勤務しているものもある。こうした場合、本堂
の朝夕の勤行や、門信徒のちよつと

0 0 0 0

した法要を
誰がつとめるか、院代なり役僧なりのある寺な
らば兎もかく、今日の時勢として院代や役僧は
そう手軽く求められず、またかうした人をたの
むほどに経済の許さぬ寺院では、どうしても坊
守が住職の代理をするが一番よい。また門信徒
への親しみを持続し、多少の教化的実績を挙げ
るには、院代や役僧にまかすよりも、坊守自ら
が勤めた方がよい場合が多かろう。殊に、住職
が死亡し、宗徒は子供であり、経済がゆたかで
ないといふような場合、坊守が或る程度の住職
代理をつとめることは、涙ぐましくも、また健
気なことである。［…］然し、待遇が重くなる
だけ責任も自然に重くなるのは理の当然であ
る。門信徒へ法務などに出たとき、無責任に口
を走らせ、門信徒相互の間や一家族相互の間柄
をかき乱しをかき乱し、或は教義上勝手な熱を
ふいて思想を混乱させやうなことがあつては、
それこそ他からたのんだ院代や役僧のしたのと
は違ひ、容易にとりかへしのつかぬことにな
る。これは細心に注意せねばならぬが、ともか
くこの規定により、進んで坊守の本分を積極的
につくさるゝことを希望する33。

　この論説が言わんとするのは、次のようなもの
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だ。坊守とは門徒をよく知り、寺に常住する存在で
あり、それゆえ住職が不在の折にその代務を担うの
がもっとも理にかなうのだ、と。また、その文言か
ら窺えるように、従来にはなかった権限を坊守に公
的に付与する必要は、当時の宗教・社会的状況によ
るものだと強調されている。その新たな状況とは学
校や説教場での勤務、これまでにない形での布教な
どによる住職不在のケースの増加などである。しか
し、この坊守規程（およびこれに先行する 14 年前
の光演の見解）は、坊守のアイデンティティの変革
を迫るものではなかった。むしろ、ここで坊守に求
められたのは、真宗寺院の共同の僧侶としての責務
を十全に果たすべきだということだ。これをさらに
推し進め、管理下に置くために、宗門は坊守の宗義
修得のための正式な手段を供し（またこれは、住職
とその後継のための教育・研修制度の全国的な急拡
大と軌を一にしていた）、坊守籍と尼衣という形に
より、従来の事実上の坊守の権能を官僚的に付与し
ようとした。かかる官僚的な方途が与えられる以前
にも、何らかの理由で五体満足な僧侶を欠く場合に
は、坊守がその男性的な宗教的役割を担うことも珍
しくなかったと考えられる。上述の記事では、寺院
の女性が分限を超え「無責任に口を走らせ」ること
の危険性が指弾されるが、それが歴史上の先例に依
るのか、あるいは単なる個人の危惧に過ぎないのか
は判然としない。とはいえ、これが従来の慣行を管
理下に置くための措置であったのは明白である。
　このように宗門が正式な径路を供したにもかかわ
らず、坊守帰敬式の参加者は驚くほど少数にとど
まった。第 1 回目の坊守帰敬式には、13 の県から
19 人の参加者がいたが、その後も振るわず、10 年
間で 230 人ほどが参加者しただけだ34。これは、大
谷派 8500 ヶ寺からすると、かなり少ない数といえ
る35。その理由は、坊守自身が正式な宗義修得に興
味を示さなかったからなのか、自身での法務の執行
に抵抗感があったからなのか、あるいは坊守の最大
の責務は、常に寺を守ることと理解されていたた
め、試験を受けて坊守籍への登記のために本山に参
ることが容易でなかったからなのかは判然としな
い。だが、筆者の見解では、坊守の大多数がこれを
利用しなかったのは、坊守帰敬式への参加が容易で
はなくかつ単に不必要と思われたからだろう。すな

わち、地域の檀信徒にとって、寺の妻（それはおよ
そ 20 世代にかけて連綿と遡る）は、本山に登記す
るか、あるいは帰敬式を受けているか如何に関係な
く、依然として坊守は坊守であった。つまり、坊守
の臨時の代務僧としての実際の権限は、本山から認
められた資格如何ではなく、その立場（成人した寺
族の一員）によるものであった36。それゆえ大谷派
による初の試みである集権的な坊守の登記制や認定
制度は、なかなか定着しなかったのだ。
　一方、本願寺派における坊守の役割が最初に成文
化されたのは、「坊守講話会概則」であり、これは
各地域や教区の坊守会のひな形となるものであっ
た。西本願寺が 1916 年に発表したこの概則では、
その目的が次のように述べられる。

坊守の信念を鼓吹し且つ教義に関する知識を開
発して自行化他の為に住職の内助を全からしむ
る37。

　ここで強調されたのは、坊守の家庭的アイデン
ティティであり、さらに坊守が住職の補助的な役割
を円滑に果たすためには「信念の鼓吹」と「教義に
関する知識」の開発が必要とされた。
　この教化の骨子を具体化すべく、その後 10 年間
に渡り、東西本願寺による坊守に向けた宗教的な著
作が流通していった。これらは既述の全国各地の

「法守講和会」向けの講本を用途としていた。例え
ば、東本願寺では、先述の親鸞の 650 回大遠忌を真
宗における布教や福祉事業を急拡大させる好機と捉
え、宗義と道徳についての冊子を坊守に向けて『坊
守のをしえ』を猪飼法量（1881-1953）の編集の
下、出版した。その冒頭では、親鸞の『浄土和讃』
からの変成男子の偈が独立して掲載された。それは
次のようなものだ。
　

弥陀の大悲ふかければ 仏智の不思議をあらわ
して 変成男子の願をたて 女人成仏ちかいたり

　この偈を冒頭に配した猪飼の意図とは何であろう
か。思うにそれは、読み手である坊守がこの偈をす
でに知っており、それを念頭に読み進めるためでは
ないだろうか。つまりこの偈は、女性の悲惨な業に
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対して、阿弥陀仏の特別な思し召しにより三十五誓
願を立て、それにより男子の身体に変じて浄土に往
生することで救うという、中・近世の真宗における
女人救済観との連続性を示すものである。つまり、
坊守はすべての女性が背負う宿業のなかにあり、阿
弥陀仏の慈悲によってのみ救いの道が与えられてい
るということを坊守に想起させたかったのである。
　同著には、当時の宗門の講師による 13 講が録さ
れた。その内容は、女人往生に並び、寺の居住者で
あり、「非僧非俗」を宗旨とする真宗僧侶の妻であ
り、また子女の母である坊守に求められる特別な婦
徳についてである。付録には、存覚の『女人往生聞
書』、蓮如の『女人教化集』、蓮如の子である実如の

『女人最要鈔』および前述の吉崎の内方に宛てた蓮
如の御文などを含む真宗の女性教化の古典が収録さ
れた。このように中世真宗の女人往生と坊守の役割
が、繰り返し強調されたわけである。
　親鸞の大遠忌のほか、1932 年には、真宗にとっ
て記念碑的な事業となる覚信尼（1224-1283）の
650 回大遠忌が執り行われた。覚信尼は、親鸞の末
期を看取り、京都大谷の地に廟堂を設けて本願寺の
基礎を築いた人物である。この遠忌は両宗派にとっ
て真宗における女性の役割を再考する公的な契機と
なり、とくに在家女性信徒と坊守を対象にした豊富
な教材が作成された。
　1932 年、本願寺派は仏教婦人会連合本部と共同
で『先徳坊守訓』を発行した。内容自体に新味はな
く、宗伯、徳龍、履善（1754-1819）、龍音（1800-
1885）、円月（1818-1902）、惠雲（1857-1930）な
ど、18 世紀から 19 世紀にかけての重要な学僧によ
る坊守訓を集成したものである。『先徳坊守訓』で
は、先述の大谷派による『坊守の教え』（1912 年）
と同様、真宗における伝統的な先人の智惠が相変わ
らず強調されている。
　大谷派では覚信尼の大遠忌に合わせ、1933 年に、

『坊守教本』を東本願寺教学部編集により、大谷派
と深い関係を有する出版社・法藏館から出版した。
付録には発刊の目的が教学課長の朝倉慶友により次
の如く述べられた。

　『全日本婦人の仏心化』是れ今春四月十一日
に結成せらるゝ真宗大谷派全国婦人連盟が、

男々しくも掲げて起つ大法幢であります。本山
に於ては、今回の覚信尼公六百五十回遠忌法要
を機会として、一派関係の全国約一千五百の婦
人団体を糾合して茲に婦人連盟を組織し、遠く
尼公の御精神に鑑みて真宗婦人の精神を時代相
応に顕彰し、以て全日本婦人仏心化の運動に邁
進することになったのであります。
　されば、この運動は誠に家庭を向上し社会を
浄化する永久の報国運動といふべく、一派御門
末婦人総動員の大事業であります。殊に坊守の
方々は、住職の職分を内助すべき重大なる責務
を負ふておらるゝことゆえ、自ら率先してこの
運動に参加し進んでその尖端に立つていたゞか
なねばなりません。［…］それにつけても坊守
の方々は、愈以て御自身の修養を確かにせられ
たき御趣意を以て、先きには寺族婦人講習会規
則の発布あり、今また御法要記念としてこの

『坊守教本』を出版せらるゝことになったので
あります38。

　ここで述べられた「寺族婦人講習会規則」とは、
寺の妻たちの地域レベルでの講習会組織のための骨
子となったものである（これは西本願寺が 18 年前
に実施したものと同様だ）。このような集いは、学
習や意見交換、グループ活動などを目的として一部
の地域ではすでに何十年も前から行われていた。し
かし、覚信尼の大遠忌を機に、宗門が一丸となって
これを推進し、坊守研鑽のための教本を供したので
ある。『坊守教本』の編者は、真宗の伝統として坊
守の地位が比較的高いことを誇り、真宗における妻
帯の特殊性を述べながら、さらには歴代の裏方の高
貴な血筋を誇っている。そして極めつけに、初期の
真宗教団における女性の役割を当時の良妻賢母モデ
ルに照らし、理想化した。

　実に今日のわが真宗教団あるは、恵信尼公の
御内助と、覚信尼公の御努力と、蓮如上人の御
母君の御一言によるといふも決して過言ではあ
るまい。可弱き女性の力も誠に偉大ではないか。
　真宗寺院の坊守たる者は、よろしく、これら
の女性の芳躅を模範とし、ますます子弟の教養
に専心せねばならぬ39。
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　ここで妻や娘、母として補助の役割を担う真宗の
女性たちは、本願寺という宗門の確立と繁栄に不可
欠な存在と称えられる。そしてこの理想像は、読み
手である坊守に投影されるのだ。それにより彼女た
ちは、寺の子供たちの賢母としての役割を果たすよ
うにと求められていたが、同時にこのロールモデル
は真宗史のなかで忠実に成し遂げられてきたものだ
とされる。『坊守教本』で一際、強調されたのが、
坊守の責務の家庭的側面（僧侶の公的な職務の内助
を含む）である。ただし、次の通り、その職掌が法
務にまで広がる可能性も考慮されている。

　況んや、住職を欠きたる寺院、または住職の
多く不在勝なる寺院の坊守にありては、住職に
代りて、自ら仏祖の崇敬を怠らず、法義の相続
にいそしみ、寺門の経営に當り、住職をして後
顧の憂ひなからしむべきである。
　されば、坊守たるものは、住職のよき内助者
となり、寺院をして仏祖崇敬、布教伝道の神聖
なる道場たらしむると共に、その地方に於ける
教化の中心たらしむるよう努めなければなら
ぬ40。

　このように坊守をめぐる規範の語り手は、寺の妻
たちの良妻賢母としてのアイデンティティを強調す
るきらいにあるが、夫の不在時には、真宗寺院の

「共同の僧侶」としての坊守の地位に照らして、前
面に立って宗教的に権限ある役割を担う場合も容認
する。これは、真宗に特有の女性の特権的な地位が
連綿と続いていることの証左として誇示されるので
ある。
　かくして坊守が精神動員されるなか、我々が同時
に目の当たりにするのが、蓮如の代に遡る坊守の宗
教的立場にまつわる古の語りと、より「政治」的な
企図を支えるイデオロギー動員─すなわち、日本
の戦時体制─との結合である。西本願寺の裏方で
あり、仏教婦人連合本部総裁の大谷紝

きぬ

子
こ

（1893-
1974）は、1932 年の全国大会で、特に坊守を念頭
にした演説をおこなった。それを踏まえ、『教海一
瀾』に掲載の「寺族婦人の任務」という論説では、
坊守の特殊な立場を述べ、次の訓導を与えた41。

されど已に寺院に生活せる以上、衣食住のすべ
ては仏祖の御用であり、檀徒の信施によるもの
である。そこに在家の婦人と異なれる点があ
り、また自ら負担すべき貴き任務がある。故に
去月仏教婦人連合本部総裁大谷紝子の方より特
に全国寺族婦人へ示されたる教諭にも、先づ初
に寺族となれる身の幸福を喜び、蓮如宗主の勧
化の如く、内方たらんものは、先づ自身々々の
安心を治定して、出離生死の一大事を解決し、
自行化他、報仏恩の経営にいそしむべきことを
諭し……42

　この社説では、坊守とは檀信徒の信心により物質
的に生かされている存在であり、そこから特別な責
務が生じると述べられるが、これは近世の坊守をめ
ぐる語りが、ほぼそのまま移植されたものだ。ま
た、紝子は蓮如の御文を引き、寺族女性に「安心決
定」からはじめ、報仏恩のための活動への専心を呼
びかける。つまり裏方として紝子は仏恩と国恩を同
一視し、坊守の国家への奉仕と阿弥陀仏への報謝を
重ね合わせるが、これはこの時期の仏教に広く見ら
れる特徴であった43。
　1932 年の大谷紝子の発言以降、およそ 10 数年間
の動乱期には、海外布教や兵役によって男性僧侶の
不在が増加したことで、真宗各派は上述の言説に窺
えるジレンマにさらに直面していく。それに際して
寺院の日常的な運営を継続するために、代役の僧侶
が必要となり、その役割は坊守たちの夫や父の職権
と連携することが求められた。これに対して宗門の
上層部は、男性僧侶たちが、真宗寺族の良妻賢母と
しての家庭内での坊守の役割と自身の代務としての
役割の兼ね合いをどう捉えているのかを見極めねば
ならなかった。この後日譚として、寺院の妻たちに
得度の門戸が遂に開かれ、宗門により坊守が代務の
僧と見做されることで、坊守の役割がどのように描
かれたのかについては別の機会に詳しく論じたい。

おわりに

　近代にいたるまでの坊守の物語は、史料の欠如の
ためほとんど書かれてこなかった。一方、本研究の
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試みは、明治から昭和初期にかけて真宗僧侶や宗門
の上層部により作成された教育・公的文書の検討を
通して、「家庭の宗教専門家」たる坊守の役割を理
解するものであった。真宗寺院の妻たちには宗教的
なアイデンティティーが明確に看取できる。それゆ
え日本史上の初頭から存在した「尼」という、今や
特別な意味合いを持つものと理解されるカテゴリー
に、この女性の仏教専門家を加えるのもあるいは可
能かも知れない。いずれにせよ坊守たちは、およそ
700 年にわたり、真宗寺院の運営を影となって支え
てきた。
　坊守という存在に光を投げかけることはまた、他
の宗派における僧侶の妻たちの立場についてのより
よい理解にもつながる44。例えば夫と妻が手を携え
て在家の人々に教えを広め、宗教儀礼を通じて「仏
祖」に仕えるという説明から、仏教僧侶という本来
独身であるべき

4 4 4 4

とされる宗教職の中に、婚姻がいか
に織り込まれたのかについてのいくらかの知見が得
られる45。真宗の各宗派は、仏教婦人会の影響力の
増大に呼応し、坊守の動員に躍起となっていた。各
地域の真宗寺院では、坊守たちは在家女性向けの講
習会や集団参拝の紐帯としての役割を個人的に務め
ているが、真宗以外の宗派でも妻たちがそのような
役割を果たすことは現代でも頻繁に見られる。最後
に、寺の妻たちの重要とされる役割は仏祖礼拝のた
めの物質的側面─信徒の布施や施物などの受持と
管理、仏前に仏飯や仏花を供えること、信徒を迎え
入れるため寺の維持─を司るものとして説明され
る。ここで坊守の家庭内での応接役や家政の責任者
としての役割が有する宗教的側面に注目したい。こ
れらの活動は、一般の主婦と同じようなものに見え
るかもしれないが、寺院の家庭で行われる場合に
は、さらなる重要な意味が付加されるのである。
　坊守のこうした役割の推進派は、坊守の宗教的地
位が、在家のそれとは異なるものであると一貫して
主張する。前近代の史料を振り返っても、坊守は道
場における女性の共同の僧侶と絶えず見做されてい
た。一方、男性の書き手が抱いた社会規範や時代ご
との懸案事項をめぐる関心（あるいは単なる知識の
偏り）に応じて、坊守の役割の多様な面が強調、な
いしは見落とされてきた。ただし、坊守のあるべき
規範をめぐる記述とは、女性たちの活動の実態その

ものではなく、むしろ宗門の男性指導者の願望を必
然的に反映したものであることを念頭に置いて考究
されるべきである。そこから見えてくる一つの見立
てがある。すなわち、たしかに宗門は、坊守への規
定を設け、漸次的に僧侶的な資格への方途を坊守に
与えていった。だがこれは、それ以前から坊守に代
務としての職権が実質的に認められていた現実に、
宗門が遅れて対応したに過ぎないのではないだろう
か。
　坊守という寺の女性居住者たちが、寺院でお茶を
飲みながら、門信徒と教えを個人的に語り合ってい
たのは間違いないだろう。そのような場では、「無
責任に口を走らせ」る妻たちもいれば、よく学んで
から語らうような坊守もいたであろう。また、昭和
初期に女性の得度が認められる以前から、夫の死去
によって後継を欠く間には、寺族という実際的な立
場により、寺の妻が表に立って教化の職務を担うこ
ともあったと想像される46。　
　本稿が扱った史料からは、坊守の主体性について
ほとんど何も見えてこないのは明らかである。たと
えば坊守たちは、訓戒でしばしば奨励された、普通
の主婦を越えた宗教的職権の体現に熱心（あるいは
消極的）だったのだろうか。彼女たちは、自己の物
質的所有のすべてを「衣食住のすべては仏祖の御用
であり、檀徒の信施によるものである」と解してい
たのだろうか。あるいは真宗の教義に見られる女人
の劣った宿業に関する教えをどのように考えていた
のだろうか。その点、近年行われつつある民俗誌的
な調査に基づく日本仏教研究は、坊守とはかくある
べしという規範的な叙述と寺院での日常との間のズ
レを埋め合わせるのに大いに役立つだろう。
　このような明白な史料上の限界にかかわらず、こ
れらの史料が物語る潜在的な価値をめぐる考察には
慎重を期したい。そもそも宗教専門家としての坊守
とは、究極的にジェンダー化されたものだ。彼女た
ちの寺院での坊守としての立場は、現在、過去、ま
たは将来の僧侶との家族関係によって条件付けられ
ている。そしてこれは、日本社会における女性の適
切な役割という、より広範な論議の縮図でもあるの
だ。本論で扱った各史料から窺える仏教者が提示し
た家庭性なるものは、当時の日本における女性とは
かくあるべきだ、という幅広い概念的な輪郭を形成
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すると同時に、また逆にそうした規範の影響を受け
てきたのである。このように坊守をめぐる規範の検
討は、公的に議論された良妻賢母の理想像の理解を
深めるとともに、仏教寺院における良妻賢母思想の
限界とその可能性を垣間見るための重要な窓口とな
るのである。
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